
がん検診について想う
一医師の立場、患者の立場からの雑感―

はじめに

1998年、厚生省 (現厚生労働

省)は老人保健法で義務付けら

れた全国市町村で実施 している

5種類のがん検診に対する国の

負担金を打ち切った。この年に

筆者も定年退官となった。また、

厚生省が組織 していた「がん検

診の有効性に関する研究班」が、

肺癌、胃癌、乳癌、子宮体癌の

検診では有効性が証明できず、

大腸癌 と子宮頸癌には有効性が

あるとの内容を報告 した。今は

がん検診の見直し時代に入った

ようである。

小稿で私が選んだテーマのヒ

ン トをまず紹介 してお きたい。

第 39回 日本癌 治療 学会総 会

(2001年 ・広島)で峠哲也会長

が企画 したパネルディスカッシ

ョンのテーマは「癌検診の問題

点」であった。このテーマの選

択は、がん検診の検証を果敢に

試みた、時宜を得たものであっ

た。不肖私は会長から特別発言

を命ぜ られた。この機会を与え
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られた時は、直腸癌で手術後 7

カ月 日、直腸機能障害 (4級 )

と回腸による人工肛門を持つ身

障者であった。後述するが、群

馬県でがん検診の リーダーシッ

プをとっていた現役時代には自

身に課 していた検診を、わずか

3年間留守にした後の癌発見で

あった。癌を媒体 にした医師と

患者の一人三役の体験記を表題

に選んだわけである。

1。 健診と検診考

健康診断を指す「健診」は、

病気の早期発見や健康状態の把

握を目的にした検査であ り、労

働安全衛生法で義務付けられた

職域健診や、老人保健法で義務

付けられている地域健診などが

ある。他方、「検診」は、がん検

診のように特定疾患の有無を調

べる点で内容が異なる。健診 も

検診 も、受診者が病気を意識 し

ない段階で医師の診察を受ける

ことに関しては同じである。

時代を遡 り、1979年「消化管

群馬大学 名誉教授 長 田丁 幸 雄

の健診を考える」 という特集が

『胃と腸』誌上に組まれていた。

そこでは消化管癌の他にも肺癌、

子宮癌、乳癌、前立腺癌その他

の癌 も取 り上げられていた。特

集のとりまとめをされた市川平

三郎先生は、“「健診」 とは、医

師が外見病気でないものに対 し

健康か否かを診断することであ

る"と 定義され、さらに「目標

は遠いが、時には夢を追って可

能性を追求してみようではない

か」といった意味の言葉を添え

ていたのを思い出す。 もちろん

夢の意味するところは、がん検

診であり、早期癌発見法であり、

その方法の敷行を意識 していた

はずである。

2。 がん検診は往く
～検診の勧めとその矛盾

前述のパネルディスカッショ

ン「癌検診の問題点」で討論さ

れた内容に改めてスポットを当

ててみよう。登場した11人のパ

ネリス トたちが対象に扱った癌
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の種類は異なったが、従来から

用いられていた検診手法を基礎

にしながら、結果の解析に工夫

を凝 らしたものから、独創的・

計画的に早期発見に役立つ方法

を追求 しているものまでさまざ

まであった。概 して検診手段は

完成の域に達 している感があっ

た。私のまとめの一言は「検診

の過去から現在 までの成果に満

足せずに、理想 を目指 してさら

なる新風をがん検診に吹き込む

ことが大切であろう」であった。

ここで、集団検診が容認され

る条件は何か ?について考察 し

てみたい。前述のとお り、早期

診断技術は既に完成に近いはず

である。 しかし、それらの方法

を駆使 して無症状の不特定多数

の集団の中から癌の拾い出しに

必ず成功するとは限 らない し、

「診断できること」と「発見でき

ること」が同義でないことも歴

史で明 らかである。私見を述べ

させていただ くと、集団検診が

容認される条件 として① 一次的

な発見方法が容易であり、② 正

確度が高 く、③ 費用と手間と発

見率などを基にして計算できる

効率が許容可能な範囲 などの

場合であろう。

がん検診の矛盾点は、外来受

診患者のうちで、がん検診 と人

間 ドックのいずれをも定期的に

受けていない人に対 し、「ついで

に胃も腸も調べておきましょう」

と言い出せない保険診療上のタ

ブーであろう。私も人間ドック

的な検査を外来で行うことはで

きない掟を破る違法行為は行わ

ずに、年に 1回の検診または人

間ドックを受けることを勧めて

きた。「楽しい付き合いや旅行を

1回省いてでもお願いします」

と懇願したことが一再ならずあ

る。ただし、検診を受けていれ

ば100%必ず癌から逃れること

ができるとは限らない。私の場

合のように、恐らく過去に行っ

た検診という名の捜査網から逃

れる癌もあるはずだからである。

3.がん検診と保険外診療

併用の問題

最近、規制緩和を巡って、健

康保険による診療 と保険以外の

診療 との併用、すなわち「混合

診療」の問題が議論の的になっ

ている。日本の保険制度は国民

皆保険制、現物給付方式および

フリーアクセスが特色である。 し

たがって日本では混合診療は禁

じられている。

ここでがん検診にスポットを

当てて考えてお きたいことは、

一次検診で正確度に疑間を生 じ

させないため、 より優れた癌発

見を熱望する人には、初めか ら

その経費を自分で負担 してもら

う以外にはないであろう。もち

ろん自ら進んで高い検査費用を

支出することも厭わないで、わ

が身を癌か ら守る手段の選択肢

として最初から精密検査 レベル

の癌検査法に身を委ねれば、そ

のメリッ トはあるはずである。

癌を対象にしない場合でも、川

島康生氏のように、“混合診療の

導入が他の患者への医療水準を

低下させず、全体の医療水準の

引き上げともなる"と 提唱して

おられる学者もある (読売新聞、

論点、2003年 3月 13日 )。

これに対 し、混合診療に警鐘

を鳴らす立場からは、“混合診療

が日本の医療保険制度を破壊す

ることになる。お金を持ってい

る人だけが良い医療を受けられ

ることになり、米国のように低

所得者や高齢者などの弱者は切

り捨てられる"と いう桜井秀也

氏のような批判もある (読売新

聞、論点、2003年 3月 28日 )。

混合診療の賛否を筆者は問題

に取 り上げるつもりはない力ヽ  こ

と癌の検診に関しては癌発見の

遅れが一個の生命 リスクの拡大

と死を意味する内容も含むので、

早期診断には自費での精密検査

を受ける行為を制度を盾にして

中止させる必要はないと考えて

いる。例えは悪いが、身体では

なく身体を乗せて運ぶ自家用車

の車検に黙って大金をはたくこ

とには無頓着であるのに、家族
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の悲劇を招 く可能性 もあるわが

身の点検には投資をためらう感

覚には賛同しかねるのである。

4.がん検診と私とのかか
わり

私は定年退官した1998年 3月

まで群馬県民健康会議大腸癌部

会長の職を兼ねていたが、在任

中に担当県職員や県内自治体な

どに対して提案 。実施を依頼し

たことがいくつかある。それら

を要約すると、① 検診では被検

診者を増やし、② 費料効率がよ

く、③ 正確度で満足できるスク

リーニング法の開発に努めるこ

と、④ 要精検対象者には、受信

日と診療施設の可及的早期通知

の徹底、⑤ 精密検査には全大腸

内視鏡検査を標準視野に入れ、

⑥ 施設間での検査手技の不均一

を避け、⑦ これら検査のルチー

ン化に対応できる医師の訓練を

広 く頻回に実施すること など

であつた。実はこれらの施策の

成果を確認できずに業なかばに

して定年退官、暦をかんだので

ある。不可思議なことに、対癌

施策の音頭取 りをしていた私自

身が直腸癌になったのである。

対癌活動停止後 3年 目であった。

5.がん検診の体験から得
た落ち穂拾い

前項で、正確度で満足できる

癌スクリーニング法の開発の必

要性を取 り上げたが、この問題

は、手段 を見直せば従来から用

いている同じ検査法でも精度の

向上が得 られるはずであると予

測はしていたが、広島でのパネ

ルディスカッションを聴取 して

確信に変わった。 しかし、がん

検診の経済的評価は、わが国で

検診が続 く限 り、常に関心を持

っている必要があろう。

検診の広報活動や教育の徹底

的普及は、現状に鑑みても努力

が必要なピットホールである。

がん検診の「原点」は、実施

する側の技術の向上と陶冶であ

り、これなしでは診断精度の向

上は得 られないこともまた事実

であろう。

6。 がん検診の未来展望と

その問題点

既に米国では、21世紀に入 り

約 20個の癌関連遺伝子が検査で

きるようになり、健康にみえる人

が癌になるリスクの見積もりも試

みられるようになっている。特定

の癌を初期段階で発見すること

も可能になってきたようである。

近未来には、がん検診に遺伝子

が導入される事態が招来すれば、

遺伝子診断の内容や信頼性、結

果の解釈などについての統一訓

練 も必要となる。何よりもプラ

イバシー保護などが今よりも厳し

くなり、対策も急務 となる。

新たな問題点を挙げれば際限

がないが、いくつかを例示してみ

よう。癌 リスクが高いことが告

げられた個人は保険加入、雇用、

結婚などの社会問題が、従来は

考えられなかったレベルで問題

になり、各種の差別も派生する。

何よりも、遺伝子診断の高コ

ス トが問題になるであろう。そ

れを負担するのは誰か ?国か保

険会社か個人かなどの問題が起

こる。

診断の対象が問題 となるとす

れば、差 し当た り、家族に特定

の癌発症者のいる人が対象にな

るであろう。その他、診断を拒

否する権利のある個人に対する

対応 も大切である。遺伝子の使

い方がデメリットにならないこ

とを望みたい。「時には夢を追っ

て、可能性を追求してみようで

はないか」 と市川平三郎先生が

約 20年前に唱えたがん検診の夢

の実現が眼前に迫ったようであ

る。ただし、個人情報保護も同

時に重要課題となることは、ポ

ール・マーク氏 (米 スローン・

ケタリング記念がんセンター名

誉総長)の予言 しているとお り

であろう。

7。 医師の立場、患者の立

場から癌を考える

「他人事ではないがん検診」と
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いう言葉か ら、この項は話を進

めたい。私事で恐縮だが、定年

になって生 まれ故郷に帰った。

この地域は昭和 4(1929)年から

終戦後の昭和 23(1948)年 まで

亡父が八王子市で開業外科医と

して活躍 し、絶大な信頼を得て

いたところであ り、今なお多数

の父を慕う古老が住んでおられ

る。あ りがた迷惑といっては申

し訳ないが、これらのお歴々や

小 学校 時代 か ら高校 時代 を

通 じての同窓生などが、親父の

ように地域医療に貢献 してもら

えるものと、不肖私に過度の期

待をして待ちかまえていたので

ある。

悠々自適の夢は破れ、若干の

名誉職の他に地域のボランティ

ア活動の生活を始めることにな

った。紙数の都合で詳細は省 く

ことにするが、私の小学校～高

校時代の級友が既に理事 となっ

て活躍 していた東京八王子プロ

バスクラブ (P/θfessionalと

B%sines〕 manの頭文字をとった

合成語)に誘い込まれた。高校

時代の同級生Yo S君 とM.K君の

勧誘の殺し文句は、「第一線を退

いた専門的職業人や実業人たち

が、その豊かなキャリアを活か

しなが ら、互いに親睦を図 り、

社会に貢献する非政治的、非宗

教的、非営利的な団体だか ら、

君にはうってつけだ」 とのたま

った。か くして私は医療知識を

駆使 して医療 コンサルタントを

もって市民に貢献することにな

った。

まもなく前記のY.S君 とM.K

君は、 2年以内に癌で他界した。

両君の他にも出身小学校を異に

する高校同窓生が 3人いるが、

私を含め 4人中 2人が癌 (肺癌

と直腸癌)の術後であ り、クラ

ブの健康管理責任者の対癌戦略

は複雑で多忙 を極めている。平

均年齢69.8歳、会員数 64名のク

ラブの会長職を 1年前に辞 した

が、25%の 会員が癌の経験者で

ある事実は、高齢社会の縮図と

もいえる。既に失った前述の友

人の死に際しては、「この悲しい

現実を踏まえ、癌の恐 さを改め

て認識 しよう」 と癌の手術を終

えたばか りの会長の私が弔辞を

述べたの も奇怪な話であろう。

こんな経緯 もあって、私のア ド

バイスは “楽 しい旅行を 1回省

いてでも自費による癌検査 (精

密検査)を してみよう"に変わ

った。

8。 私が今一番困っている

ことは何か

各地で行 う市民公 開講座で

「私は自分で 自分に癌告知をし

た」話をすることにしているが、

講演の後で、「先生は自分が医師

でありなが ら、なぜ癌になった

のですか ?」 しかも「ご自分の

専門の病気で手術をなぜ ?」 と

いう質問を受けると情けなくな

る。答えはこうだ。「医者も人間

だから。病気も、自分が診療に

携わってきた患者さんと目線を

合わせて、一緒に味わっている

のさ l」 とうそぶき、開き直っ

ている。医師も患者の立場にな

ってみると、患者の心の痛さを

感ずることができる。本当に。

「人にとって癌になることは、

長寿の証である。今後、超高齢

社会に突入すると、個体を構成

する細胞数70兆 もある人の生存

にかかわる機能を持つ遺伝子の

わずかな破綻により、異質の生

命体である癌を生じるポテンシ

ャルが増すからである」と説明

して済ませてきた従来の「医師

の立場」に、さらに次の「患者

の立場」のエピソー ドを加えて

いる。

2001年 3月 、 日本高齢消化器

医学会議主催の第 2回市民公開

講座で、「直腸癌を見逃されない

ための要諦は、お医者さんに必

ず肛門指診をしてもらうことで

す」 と聴衆に呼びかけたので、

帰宅後入浴 した折に、念のため

に自分で肛門内に指を入れ、言

行一致を企てた。肛門から10セ

ンチ離れた部位に腫瘤を触れて

愕然とした顛末を語っているの

である。現在は再発 も転移もな
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いことも付言するが、患者の痛

みがわかり、「従来よりも公演内

容 に真実味 と凄みが加わった」

と言われている。

おわりに
日本癌病態治療研究会の和文

機関誌 『W'Waves』 編集委員

長の生越喬二教授から執筆のご

用命を受け、たまたま本年 7月

に開催される第 12回 日本癌病態

治療研究会の当番世話人が広島

大学・峠哲也教授であること、

W'Wavesの発行がその機会に

合わせて行われることを教えて

いただいた。題名は何にと考え

た末、「癌検診の問題点」のテー

マで、峠哲也教授が企画された

パネルディスカッション (2001

年・広島)に参加させていただ

いたのも何かのご縁 と愚考 し、

自身の癌体験を合わせて筆を執

らせていただいた。
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